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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ザクロエキス、デーツエキス、イチジクエキス、青りんごエキス、アプリコットエキス
、および、ブドウエキスを含有し、前記エキスの合計含有率が、０．００１質量％～０．
２質量％であり、前記青りんごエキスは、ポリフェノール成分としてプロシアニジンを含
むものであることを特徴とするスキンケア化粧品組成物。
【請求項２】
　前記エキス成分のうち、ザクロエキス成分の含有率は、２０質量％～４０質量％であり
、デーツエキス成分の含有率は、５質量％～１０質量％であり、イチジクエキス成分の含
有率は、１０質量％～１５質量％であり、青りんごエキス成分の含有率は、８質量％～１
２質量％であり、アプリコットエキス成分の含有率は、７質量％～１１質量％であり、ブ
ドウエキス成分が：残部（エキス成分の合計が１００質量％になる）である請求項１に記
載のスキンケア化粧品組成物。
【請求項３】
　ポリフェノール成分として、エラグ酸、ルチン、エピカテキン、カテキン、および、ア
ントシアニンを含む請求項１または２に記載のスキンケア化粧品組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スキンケア化粧品組成物に関するものであり、特に、しわ、たるみ、シミ、
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くすみなどの種々の皮膚老化症状を予防・改善するスキンケア化粧品組成物に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　加齢に伴い発生するしわ、たるみ、シミ、くすみなどの種々の皮膚老化症状を予防・改
善することは、美容上の重要な課題である。従来より、乳液、美容液、クリームなどの化
粧料には、これらの皮膚老化症状を予防・改善することを目的として、種々の薬効成分が
加えられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、カロチノイド又はレチノイドとイソステアリン酸ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油とを含有する皮膚外用剤が開示され、特許文献２には、フコキサン
チンを有効成分とする美肌用組成物が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２６５３１３号公報
【特許文献２】特開２００８－２９１００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　スキンケア化粧品については、さらなる美肌効果の向上が常に望まれている。
【０００６】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたものであり、しわ、たるみ、シミ、くすみなどの
予防・改善に優れるスキンケア化粧品組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決することのできた本発明のスキンケア化粧品組成物は、ザクロエキス、
デーツエキス、イチジクエキス、青りんごエキス、アプリコットエキス、および、ブドウ
エキスを含有することを特徴とする。すなわち、本発明者らは、特定の植物体から抽出さ
れたエキス（ザクロエキス、デーツエキス、イチジクエキス、青りんごエキス、アプリコ
ットエキス、ブドウエキス）を組み合わせて配合することで得られるスキンケア化粧品組
成物が、極めて優れる美肌効果を奏することを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
本発明のスキンケア化粧品組成物は、前記エキスの合計含有率が、０．００１質量％～１
０質量％であることが好ましい。
【０００９】
　前記エキス成分のうち、ザクロエキス成分の含有率は、２０質量％～４０質量％であり
、デーツエキス成分の含有率は、５質量％～１０質量％であり、イチジクエキス成分の含
有率は、１０質量％～１５質量％であり、青りんごエキス成分の含有率は、８質量％～１
２質量％であり、アプリコットエキス成分の含有率は、７質量％～１１質量％であり、ブ
ドウエキス成分が：残部（エキス成分の合計が１００質量％になる）であることが好まし
い。
【００１０】
　本発明のスキンケア化粧品組成物は、ポリフェノール成分として、エラグ酸、ルチン、
エピカテキン、プロシアニジン、カテキン、および、アントシアニンを含むことが好まし
い。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、しわ、たるみ、シミ、くすみなどの予防・改善の皮膚老化防止作用に
優れるスキンケア化粧品組成物が得られる。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明のスキンケア化粧品組成物は、ザクロエキス、デーツエキス、イチジクエキス、
青りんごエキス、アプリコットエキス、および、ブドウエキスを含有することを特徴とす
る。
【００１３】
これらのエキスを含有することにより美肌効果を向上するメカニズムについては、不明で
あるが、これらのエキスに含まれる美肌有効成分（ポリフェノール成分）が、皮膚細胞を
活性化して皮膚老化防止効果を付与すると考えられる。
【００１４】
　本発明のスキンケア化粧品組成物において、前記エキスの合計含有率は、０．００１質
量％以上が好ましく、０．００５質量％以上がより好ましく、０．０１質量％以上がさら
に好ましく、１０質量％以下が好ましく、５質量％以下がより好ましく、０．５質量％以
下がさらに好ましく、０．２質量％以下が特に好ましい。エキスの合計含有率が前記範囲
であれば、所望の美肌効果が得られやすいからである。
【００１５】
　各エキスの配合比率は、以下の質量比であることが好ましい。各エキスの配合比率が以
下の範囲であれば、より高い美肌効果を持つスキンケア化粧品組成物を得ることができる
。
ザクロエキス：２０質量％～４０質量％が好ましく、約３０質量％がより好ましい。
デーツエキス：５質量％～１０質量％が好ましく、約８質量％がより好ましい。
イチジクエキス：１０質量％～１５質量％が好ましく、約１２質量％がより好ましい。
青りんごエキス：８質量％～１２質量％が好ましく、約１０質量％がより好ましい。
アプリコットエキス：７質量％～１１質量％が好ましく、約９質量％がより好ましい。
ブドウエキス：残部（エキスの合計が１００質量％である）。
【００１６】
本発明で使用するザクロエキスはミソハギ科植物ザクロ（Punica granatum L.）から抽出
されたエキスであり、抗酸化、美白効果に優れる。ザクロエキスは、ポリフェノール成分
として、エラグ酸を含むものが好ましい。
【００１７】
　デーツエキスはヤシ科植物ナツメヤシ（Phoenix dactylifera L.）から抽出されたエキ
スであり、抗酸化、抗シワ効果に優れる。デーツエキスは、ポリフェノール成分として、
ルチンを含むものが好ましい。
【００１８】
　イチジクエキスはクワ科植物イチジク（Ficus carica L.）から抽出されたエキスであ
り、抗炎症、抗腫瘍形成効果に優れる。イチジクエキスは、ポリフェノール成分として、
エピカテキンを含むものが好ましい。
【００１９】
　青りんごエキスはバラ科植物青りんご（Malus pumila Mill.）から抽出されたエキスで
あり、抗酸化、抗アレルギー効果に優れる。青リンゴエキスは、ポリフェノール成分とし
て、プロシアニジンを含むものが好ましい。
【００２０】
　アプリコットエキスは、バラ科植物アプリコット（Prunus armeniaca L.）から抽出さ
れたエキスであり、抗酸化、抗菌、抗シワ効果に優れる。アプリコットエキスは、ポリフ
ェノール成分として、カテキンを含むものが好ましい。
【００２１】
　ブドウエキスは、ブドウ科植物ブドウ（Vitis spp.）から抽出されたエキスであり、抗
酸化、美白、抗シワ効果に優れる。ブドウエキスは、ポリフェノール成分として、アント
シアニン、ミリセチン、レスベラトロールを含むものが好ましい。
【００２２】
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　これらのエキスは、いずれも植物由来のものであり、安全性が高い。植物体の抽出部位
は、所望の効果が得られる限り特に制限はなく、例えば、植物体の全草、又は根、茎、幹
、樹皮、幼芽、葉、花、果実、種子等を用いることができ、果実を用いることが好ましい
。本発明で使用する各エキスは、ポリフェノール成分を高純度で含有することが好ましい
。ポリフェノール成分の含有率は、９０質量％以上が好ましく、９８質量％以上がより好
ましい。
【００２３】
　エキスの抽出に用いられる植物体の部位は、そのまま抽出に用いてもよいし、抽出部位
を加工して抽出に用いてもよい。加工の具体例としては、例えば、搾汁、乾燥、粉砕、圧
搾、細切、および、発酵などを挙げることができる。また、ポリフェノール成分が含まれ
る限り、全草、又は根、茎、幹、樹皮、幼芽、葉、花、果実、種子等のいずれの部分を用
いてもよい。
【００２４】
　前記エキスを各植物体から抽出する方法は特に限定されないが、たとえば、溶媒抽出、
超臨界抽出等が挙げられる。これらのうちの何れか一方のみを行っても良いし、これらの
両方を行っても良い。また、この抽出は、それぞれの方法を１回だけ行っても良いし、２
回以上行っても良い。
【００２５】
　溶媒抽出にて抽出する場合、使用する溶媒は特に限定されないが、たとえば、水、メタ
ノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、アセトン、メチルエチルケトン、
１，３－ブチレングリコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン
、酢酸、酢酸エチル、エーテル、ヘキサン、ペンタン、ベンゼン等が挙げられる。これら
の溶媒は１種のみ用いても良いし、２種以上併用しても良い。ポリフェノールを好適に抽
出するという観点からは、水、メタノール、エタノールなどのアルコールを使用すること
が好ましい。
【００２６】
　抽出溶媒として水を使用する場合には、抽出温度２０℃～１００℃、好ましくは４０℃
～７０℃程度で行うとよい。これは、抽出温度が低すぎると、ポリフェノール成分が抽出
されにくいためである。抽出用の水の種類は、特に限定されず、水道水、精製水（蒸留水
、脱イオン水など）、ミネラル水、アルカリイオン水等を使用することができる。
【００２７】
　抽出溶媒として含水アルコールを使用する場合、アルコール濃度３０質量％以上、好ま
しくは５０質量％以上であることが好ましい。３０質量％未満の場合、美肌有効成分の抽
出量が低下しやすくなるからである。また、抽出温度は、０℃～９５℃、好ましくは２０
℃～８０℃程度で行うとよい。なお、含水アルコール抽出は、ポリフェノール成分の含有
率を向上させるため、種々の濃度で繰り返すとよい。
【００２８】
　溶媒抽出にて抽出する場合、その抽出方法は特に限定されず、例えば、連続抽出、浸漬
抽出、向流抽出等任意の方法を採用することができ、室温ないし還流加熱下において任意
の装置を使用することができる。尚、上述した方法にて抽出を行う場合、これらのうちの
１つのみを行っても良いし、これらの方法を組み合わせても良い。また、これらの抽出は
、１回のみ行っても良いし、２回以上行っても良い。
【００２９】
　具体的な方法としては、抽出溶媒を満たした処理槽に植物体またはその加工品を投入し
、撹拌しながらポリフェノール成分を溶出させる。例えば、抽出溶媒として水または含水
アルコールを用いる場合には、抽出原料の５倍～１００倍量（重量比）程度の抽出溶媒を
使用し、１分～１５０時間程度抽出を行う。溶媒中にポリフェノール成分を溶出させた後
、ろ過して抽出残渣を除くことによって、抽出液を得る。その後、常法に従って抽出液に
希釈、濃縮（蒸発濃縮、真空濃縮、減圧濃縮、膜濃縮、凍結濃縮など）、乾燥（加熱乾燥
、凍結乾燥、噴霧乾燥など）、精製（活性炭処理、樹脂吸着処理、イオン交換樹脂処理、
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液－液向流分配等の方法による精製）等の処理を施し、高濃度のポリフェノール成分を含
有する抽出物を得る。
【００３０】
　更に、超臨界抽出により抽出を行う場合、このときに用いる超臨界流体は特に限定され
ないが、たとえば、二酸化炭素及び窒素等が挙げられる。これらは１種のみを用いても良
いし、２種類以上併用しても良い。これらのうち特に二酸化炭素が好ましい。より容易に
美肌有効成分を抽出することができるからである。また、このときの抽出方法は、公知の
方法にて行えばよい。その後、常法に従って抽出液に希釈、濃縮、乾燥、精製等の処理を
施し、高濃度の美肌有効成分を含有する抽出物を得る。
【００３１】
　前記抽出方法において、各エキスをそれぞれ単独で抽出してもよいし、二種以上の植物
体原料からなる混合原料から複数のエキスを共に抽出してもよい。美肌有効成分を効率よ
く抽出する点から、植物体原料ごとに応じた抽出方法をそれぞれ採用することが好ましい
。
【００３２】
　本発明のスキンケア化粧品組成物には、更に必要に応じて、本発明の効果を損なわない
範囲で、通常、化粧料や医薬品外部、外用医薬品などの製剤に使用される成分、例えば、
水（精製水、温泉水、深層水等の他、植物などを水蒸気蒸留した際に得られる水分も含む
）、油剤、界面活性剤（乳化剤を含む）、金属セッケン、ゲル化剤、粉体、アルコール類
、水溶性高分子、皮膜形成剤、樹脂、包接化合物、抗菌剤、防腐剤、香料、消臭剤、塩類
、ｐＨ調整剤、清涼剤、植物・動物・微生物由来の抽出物、血行促進剤、美白剤、細胞賦
活剤、紫外線防止剤、抗炎症剤、抗酸化剤、収斂剤、抗脂漏剤、活性酸素除去剤、保湿剤
、キレート剤、角質溶解剤、酵素、ホルモン類、ビタミン類等を加えることができる。好
適な成分の具体例としてはそれぞれ以下に示すものが挙げられる。ここで、「誘導体」に
は、形成可能な塩が含まれる。
【００３３】
　油剤としては、基剤の構成成分又は使用性、使用感を良くするものとして、通常の化粧
料に使用されるものであれば、天然系油であるか、合成油であるか、或いは、固体、半固
体、液体であるか等の性状は問わず、炭化水素類、ロウ類、脂肪酸類、高級アルコール類
、エステル油、シリコーン油類、フッ素系油類等を使用することができる。好ましい油剤
の例としては、スクワラン、ワセリン等の炭化水素類、ヒマシ油、ミンク油等の植物や動
物由来の油脂、ミツロウ、カルナウバロウ、キャンデリラロウ、ゲイロウ等のロウ類等が
挙げられる。
【００３４】
　乳化剤としては、前記油分を乳化してクリーム状にするものであり、ラウロイルグルタ
ミン酸ナトリウム、モノステアリン酸グリセリル、モノステアリン酸ＰＯＥグリセリル、
ステアリン酸、水添パーム脂肪酸グリセリズなどが挙げられる。
【００３５】
　ゲル化剤は、系の安定化や使用性、使用感を良くするために用いられ、Ｎ－ラウロイル
－Ｌ－グルタミン酸等のアミノ酸誘導体、デキストリンパルミチン酸エステル等のデキス
トリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、有機変性粘土鉱物等が挙げられる。
【００３６】
　粉体は、主としてメーキャップ化粧料における着色や皮膚の隠蔽、又は使用感を良くす
るため等多目的に用いられ、通常の化粧料に使用されるものであれば、その形状（球状、
針状、板状等）や粒子径（煙霧状、微粒子、顔料級等）、粒子構造（多孔質、無孔質等）
を問わず、いずれのものも使用することができる。この粉体のうち、無機粉体としては、
例えば、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、タルク、雲母、合成雲母、マイカ、カオリン、
セリサイト、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、セラミックスパウ
ダー、窒化ホウ素等が挙げられる。有機粉体としては、例えば、ポリエステルパウダー、
ポリエチレンパウダー、ポリスチレンパウダー、ナイロンパウダー、ラウロイルリジン等
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がそれぞれ挙げられる。また、粉体のうち、有色顔料としては、酸化鉄、カーボンブラッ
ク、酸化クロム、紺青、群青等の無機系顔料や、タール系色素をレーキ化したもの、天然
色素をレーキ化したものが挙げられる。パール顔料としては、酸化チタン被覆雲母、酸化
チタン被覆マイカ、オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化チタ
ン被覆タルク、魚鱗箔、酸化チタン被覆着色雲母等、その他タール色素、カルミン酸等の
天然色素等が挙げられる。これらの粉体は、複合化したり、油剤やシリコーン又はフッ素
化合物で表面処理を行なっても良い。
【００３７】
　アルコール類としてはエタノール、イソプロパノール等の低級アルコール、セタノール
、ベヘニルアルコールなどの高級アルコール、グリセリン、ジグリセリン、エチレングリ
コール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプ
ロピレングリコ－ル、１，３－ブチレングリコール（ＢＧ）、ポリエチレングリコール等
が挙げられる。
【００３８】
　水溶性高分子は、系の安定化や使用性、使用感を良くするために、また保湿効果を得る
ために用いられる。水溶性高分子の具体例として、カラギーナン、ペクチン、寒天、ロー
カストビーンガム等の植物系高分子、キサンタンガム等の微生物系高分子、カゼイン、ゼ
ラチン等の動物系高分子、デンプン等のデンプン系高分子、メチルセルロース、エチルセ
ルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ニトロセルロ
ース、結晶セルロース等のセルロース系高分子、アルギン酸ナトリウム等のアルギン酸系
高分子、カルボキシビニルポリマー等のビニル系高分子、ラウリン酸ポリオキシエチレン
ソルビタン、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、オレイン酸ポリオキシエチレ
ンソルビタン（ポリソルベート８０）などのポリオキシエチレン系高分子、ポリオキシエ
チレンポリオキシプロピレン共重合体系高分子、ポリアクリル酸ナトリウム等のアクリル
系高分子、ベントナイト、ヘクトライト等の無機系水溶性高分子等が挙げられる。また、
この中には、ポリビニルアルコールやポリビニルピロリドン等の皮膜形成剤も含まれる。
【００３９】
　動物または微生物由来の抽出物としては、血清除蛋白、脾臓、トリ等の卵成分、卵殻膜
抽出物、鶏冠抽出物、貝殻抽出物、貝肉抽出物、ローヤルゼリー、シルクプロテイン及び
その分解物又はそれらの誘導体、ヘモグロビン又はその分解物、ラクトフェリン又はその
分解物、イカスミ等の軟体動物、魚肉等、鳥類、貝類、昆虫類、魚類、軟体動物類等の動
物由来の抽出物、霊芝抽出物等の微生物由来の抽出物等が挙げられる。動物または微生物
由来の抽出物を配合することによって、保湿効果、細胞賦活効果、美白効果、抗炎症効果
、活性酸素除去効果、血行促進効果等を付与することができる。
【００４０】
植物抽出物としては、植物の抽出部位や、抽出方法等に特に制限はなく、例えば植物の全
草、又は根、茎、幹、樹皮、幼芽、葉、花、果実、種子等から抽出することが出来、これ
らを乾燥、細切、圧搾、或いは発酵等、適宜処理を施し、種々の適当な溶媒を用いて低温
もしくは室温～加温下で抽出することができる。抽出溶媒としては、例えば水；メタノー
ル、エタノール等の低級１価アルコール；グリセリン、プロピレングリコール、１，３－
ブチレングリコール等の液状多価アルコール等の１種または２種以上を用いることができ
る。また、ヘキサン、アセトン、酢酸エチル、エーテル等の親油性溶媒を用いて抽出する
こともでき、その他、スクワラン等の油性成分等により抽出したものでも良い。得られた
抽出液は濾過または吸着、脱色、精製して溶液状、ペースト状、ゲル状、粉末状とするこ
ともできる。必要ならば、効果に影響のない範囲で更に、脱臭、脱色等の精製処理をして
も良い。抽出方法としては、例えば、上述した各エキスを得る抽出方法を採用することが
できる。
【００４１】
植物としては、アスパラガス、ノイバラ（エイジツ）、キイチゴ、クララ（クジン）、ケ
イケットウ、ゴカヒ、コーヒー、コメ、サイシン、サンザシ、シラユリ、シャクヤク、茶
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、ブナ、ホップ、モッカ、ユキノシタ、アルテア、アシタバ、アルニカ、インチンコウ、
イラクサ、キハダ（オウバク）、オトギリソウ、スイカズラ（キンギンカ）、サルビア（
セージ）、シコン、シラカバ、ムクロジ、レンゲソウ、イチョウ、オオムギ、センブリ、
ナツメ（タイソウ）、ローズマリー（マンネンロウ）、オウレン、グレープフルーツ、ゲ
ンチアナ、サボンソウ、ショウブ、ジオウ、センキュウ、ゼニアオイ（ウスベニタチアオ
イ）、ハマメリス、フキタンポポ、プルーン、ボダイジュ、マロニエ、マルメロ、ウワウ
ルシ葉等が挙げられる。植物抽出物を配合することによって、保湿効果、細胞賦活効果、
美白効果、抗炎症効果、活性酸素除去効果、血行促進効果等を付与することができる。（
尚、かっこ内は、植物の別名、生薬名等を記載した。）
【００４２】
　抗菌剤は、ニキビなどを予防、改善する目的で用いられ、安息香酸、安息香酸ナトリウ
ム、パラオキシ安息香酸エステル、パラクロルメタクレゾール、塩化ベンザルコニウム、
フェノキシエタノール、イソプロピルメチルフェノール等が挙げられる。これらを配合す
ることにより、ニキビなどの細菌性の皮膚炎症による色素沈着を抑制し、さらに高い老化
防止効果を発揮することができる。
【００４３】
　防腐剤としては、例えば、ブチルパラベン、メチルパラベンなどを挙げることができる
。
【００４４】
　活性酸素除去剤は、紫外線による過酸化脂質の生成などを抑制する目的で用いられ、ス
ーパーオキサイドディスムターゼ、マンニトール、クエルセチン、カテキン及びその誘導
体、チアミン類（チアミン塩酸塩、チアミン硫酸塩）、リボフラビン類（リボフラビン、
酢酸リボフラビン等）、ピリドキシン類（塩酸ピリドキシン、ピリドキシンジオクタノエ
ート等）、ニコチン酸類（ニコチン酸アミド、ニコチン酸ベンジル等）等のビタミンＢ類
；ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソール等が挙げられる。これら
の活性酸素除去剤を配合することによって、くすみを抑制し、より高い老化防止効果を発
揮することができる。
【００４５】
　保湿剤としては、コラーゲン、エラスチン、ケラチン等のタンパク質またはそれらの誘
導体、加水分解物並びにそれらの塩、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸等のムコ多糖及
びその誘導体、セリン、グリシン、テアニン、アスパラギン酸、アルギニン等のアミノ酸
及びそれらの誘導体、ソルビトール、エリスリトール、トレハロース、イノシトール、グ
ルコース、キシリトール、蔗糖およびその誘導体、デキストリン及びその誘導体、ハチミ
ツ等の糖類、Ｄ－パンテノール及びその誘導体、糖脂質、セラミド等が挙げられる。これ
らの保湿剤を配合することにより、より高い老化防止効果を発揮し、透明感のある肌を実
現することができる。
【００４６】
　血行促進剤は、皮膚の血流をうながすことによってメラニンの排出を促進する目的で用
いられ、トウガラシチンキ、γ－オリザノール等が挙げられ、酵素としてはリパーゼ、パ
パイン等が挙げられる。これらを配合することにより、さらに高い老化防止効果が発揮で
きる。
【００４７】
　美白剤としては、ビタミンＣ及びその誘導体（Ｌ－アスコルビン酸リン酸エステル、Ｌ
－アスコルビン酸硫酸エステル、ジパルミチン酸Ｌ－アスコルビル、テトライソパルミチ
ン酸Ｌ－アスコルビル等）、グラブリジン、グラブレン、リクイリチン、イソリクイリチ
ン及びこれらを含有するカンゾウ抽出物等が挙げられる。
【００４８】
　抗酸化剤としては、ビタミンＥ（トコフェロール）およびその誘導体（ｄｌ－α（β、
γ）－トコフェロール、酢酸ｄｌ－α－トコフェロール、ニコチン酸－ｄｌ－α－トコフ
ェロール、リノール酸－ｄｌ－α－トコフェロール、コハク酸ｄｌ－α－トコフェロール
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等のトコフェロール及びその誘導体、ユビキノン類等）、ビタミンＤ及びその誘導体（エ
ルゴカルシフェロール、コレカルシフェロール、ジヒドロキシスタナール等）、ルチン及
びその誘導体、チオタウリン、タウリン、ハイドロキノン及びその誘導体、ヒスチジン、
カテキン及びその誘導体等が挙げられる。
【００４９】
　抗炎症剤としては、グリチルリチン酸及びその誘導体、グリチルレチン酸及びその誘導
体等が挙げられる。
【００５０】
　紫外線防止剤としては、パラメトキシケイ皮酸－２－エチルヘキシル、オキシベンゾン
、４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、２－ヒドロキシ－４－メ
トキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸
、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸ナトリウム、２－ヒド
ロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－硫酸ナトリウム、２－フェニルベンズイミダ
ゾール硫酸ナトリウム、酸化チタン、酸化亜鉛等が挙げられる。また、粉体は微粒子のも
のを用いるとより高い効果が発揮される。
【００５１】
　角質溶解剤としては、サリチル酸、イオウ、レゾルシン、硫化セレン、ピリドキシン等
を例示することができる。清涼剤としては、メントール、サリチル酸メチル等を例示する
ことができる。収斂剤としては、クエン酸、酒石酸、乳酸、硫酸アルミニウム・カリウム
、タンニン酸等を例示することができる。
【００５２】
　ｐＨ調整剤としては、塩酸、水酸化ナトリウム等の無機物、乳酸－乳酸ナトリウム、ク
エン酸－クエン酸ナトリウム、コハク酸－コハク酸ナトリウム等の緩衝剤等が挙げられる
【００５３】
　香料としては、天然香料及び合成香料が挙げられる。天然香料としては花、葉、材、果
皮等から分離した植物性香料；ムスク、シベット等の動物性香料が挙げられる。合成香料
としてはモノテルペン等の炭化水素類；脂肪族アルコール、芳香族アルコール等のアルコ
ール類；テルペンアルデヒド、芳香族アルデヒド等のアルデヒド類；脂環式ケトン等のケ
トン類；テルペン系エステル等のエステル類；ラクトン類；フェノール類；オキサイド類
；含チッソ化合物類；アセタール類等が挙げられる。
【００５４】
　本発明のスキンケア用化粧品組成物は、皮膚に塗布して使用する化粧品であれば、特に
限定されず、例えば、肌の汚れなどを取り除き清潔に保つ洗浄効果を有する化粧品、肌を
健やかに整え、肌あれや肌の乾燥を防ぐ保湿、柔軟効果を有する化粧品、紫外線などの外
的刺激から肌を保護する紫外線防御効果を有する化粧品、皮膚の新陳代謝を活発にし、肌
の生理活性を促す、シミ、シワなどの予防、改善効果を有する化粧品などを挙げることが
できる。
【００５５】
　本発明のスキンケア用化粧品の具体例としては、例えば、クレンジングクリーム、クレ
ンジングジェル、クレンジングミルク、クレンジングローションなどのクレンジング（洗
顔料）、ソフトニングローション、トレーニングローションなどのローション、クリーム
、乳液、ジェル、パックなどを挙げることができる。本発明のスキンケア用化粧品は、ク
レンジング（洗顔料）、ローション、または、パックとして好適に使用することができる
。
【実施例】
【００５６】
　以下、本発明を実施例によって詳細に説明するが、本発明は、下記実施例によって限定
されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲の変更、実施の態様は、いずれも本
発明の範囲内に含まれる。
【００５７】



(9) JP 6781529 B2 2020.11.4

10

20

30

40

50

［ローションの作製］
　表１に示す組成のローションを作製した。
【００５８】
【表１】

【００５９】
　フルーツミックスエキス：KimiyaeSabzeKamo社製のフルーツミックスエキスで、ザクロ
エキス３０質量％（エラグ酸含有）、デーツエキス８質量％（ルチン含有）、イチジクエ
キス１２質量％（エピカテキン含有）、青りんごエキス１０質量％（プロシアニジン含有
）、アプリコットエキス９質量％（カテキン含有）、および、ブドウエキス３１質量％（
アントシアニン、ミリセチン、レスベラトロール含有）を含有する。
【００６０】
［試験］
　顔面のたるみや小ジワが認められる成人女子２０人を、それぞれ１０人ずつ無作為に２
群（Ａ、Ｂ群）に、また、シミやくすみが認められる成人女子２０人を、それぞれ１０人
ずつ無作為に２群（Ｃ、Ｄ群）に分け、Ａ群、C群の顔面には実施例品を５ｇ、B群、Ｄ群
の顔面には比較例品を５ｇ、それぞれ１日２回通常の使用状態と同様に３０日間塗布した
。
［たるみの防止効果］
　化粧品塗布によるたるみの防止効果を以下の基準によって評価した。結果を表１に示す
。
◎：１０名のうち、たるみが改善された人が６名以上である。
○：１０名のうち、たるみが改善された人が４～５名である。
×：１０名のうち、たるみが改善された人が３名以下である。
【００６１】
［しわの防止効果］
　化粧品塗布によるしわの防止効果を以下の基準によって評価した。結果を表１に示す。
◎：１０名のうち、しわが改善された人が６名以上である。
○：１０名のうち、しわが改善された人が４～５名である。
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×：１０名のうち、しわが改善された人が３名以下である。
【００６２】
［シミの防止効果］
　化粧品塗布によるシミの防止効果を以下の基準によって評価した。結果を表１に示す。
◎：１０名のうち、シミが改善された人が６名以上である。
○：１０名のうち、シミが改善された人が４～５名である。
×：１０名のうち、シミが改善された人が３名以下である。
【００６３】
［くすみの防止効果］
　化粧品塗布によるくすみの防止効果を以下の基準によって評価した。結果を表１に示す
。
◎：１０名のうち、くすみが改善された人が６名以上である。
○：１０名のうち、くすみが改善された人が４～５名である。
×：１０名のうち、くすみが改善された人が３名以下である。
【００６４】
　表１の結果から、ザクロエキス、デーツエキス、イチジクエキス、青りんごエキス、ア
プリコットエキス、および、ブドウエキスを含有する本発明のスキンケア化粧品組成物は
、これらのエキスを含有しない組成物に比べて、肌のしわ、たるみ、シミ、くすみのいず
れの項目においても顕著な美肌効果を示すことがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、スキンケア化粧品組成物として好適に使用できる。
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